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＜緒言＞

免疫抑制剤の進歩により腎移植の生着率は劇的な改善を遂げ、腎移植においては移植の優位性に

は議論の余地がない。しかし臓器移植法により脳死移植は本人の意思が明らかでない場合は移植

できないという状況下であったため、普及が進まず症例数が増えない状態が続いていた。2009

年 7 月 17 日、ついに改正臓器移植法が公布され、2010 年 7 月 17 日に施行された。法律が移

植推進を後押しし、法律施行後 3 か月で 10 例以上の脳死判定からの臓器移植が行われ、世間の

関心も高くなるなど移植医療に変化が起きている。

　しかし、改正法が施行される前、この様な変化は予想されただろうか。 医療従事者の大方の

予想は「法は変わっても急に変わるものではない」と考えていたのではなかろうか。法改正の事

実は知っているが施行される時期や詳しい内容までは興味がない、というのが医療従事者の実情

のように思われる。さらに移植施設においても、医師・看護師ともに直接移植を担当する者以外

は臓器移植について関心が薄いと感じることがある。国民の意識を議論する前に、まず我々医療

従事者の意識改革をしなければ移植医療の推進は困難なのではなかろうか。以上より、啓蒙活動

の意味を込めて、鷹揚郷腎研究所・弘前病院における臓器移植法改正直前の意識調査を行った。
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＜対象と方法＞

　2010 年 3 月〜 4 月にかけて、腎移植施設である当院に勤務、もしくは関係する医療関係者

191 人に横断研究として意識調査を行った。アンケートは無記名とし、「法律改正の認知」、「施

行日の認知」、「内容の認知」、「ドナーカードの所持」、「ドナーへの意識」などについて質問した

（Fig.1）。アンケート用紙を配布すると職業柄から正解を知ろうとする意識が強く働くため、わ

からなくてもいい旨を十分に説明し周囲と相談ぜず回答してもらうことに努めた。ドナーへの意

識については、講義中に行った医学部 5 年生へのアンケート結果（有効回答 69 名）も対象とし

た。結果を集計し、重回帰分析、ロジステック回帰分析を行い、医療従事者の移植への意識の傾

向を分析した。解析は SPSS ver.12.0（SPSS Inc. Chigago, IL）にて行った。

＜結果＞　

　アンケート用紙は Fig.1 に示す。調査対象は医師 22 名（泌尿器科 20 名、その他 2 名）、薬剤師・

看護師・医療技師（コメディカル）67 名、事務・給食・業者など（非医療者）102 名の 191 名、

平均年齢 36.7 ± 11.6 歳、医学部 5 年生は 69 名、平均年齢 25.7 ± 4.3 であった（Table 1）。

1. 法律改正の認知度について（Fig.2）

　法律改正を知っていたのは全体で 66%、医師 81.8%、コメディカル 65.7%、非医療者 48% と、

7割程度の認知度であった。献腎移植を行っている施設でありながら、全く知らないが30%であった。

2. 法律施行日の認知について（Fig.3）

　2010年7月17日から施行されることを知っていたのはわずか4.2%であった。医師にその割合が高

いがわずか 18.2% であった。実際、施行日には報道され知ることができるため現実的には知っている

必要性はないのだが、法改正に対する意識という点からは、ほとんど認識されていないことが判明した。

この日から移植が急に増えるかもしれない、という危機感は殆どなかった、ということも示唆している。

Fig. 1　アンケート用紙

無記名、わからなくても調べず答える点に留意した。

Table. 1



— 161 —

3. 改正臓器移植法の内容について（Fig.4）

　脳死の定義についてはやや誤解がある様である。改正法では第 6 条第 2 項に、「その身体から

移植用に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」を削り、との記載があり、

これが「脳死を一律に人の死と定義するのではないか」との議論が起きた。マスコミの報道もこ

れを受け、「脳死は人の死」論が広く報道され周知となっていた。実際には参議院本会議にて「脳

死が人の死であるのは、改正法においても改正前と同様、臓器移植に関する場合だけであり、一

般の医療現場で一律に脳死を人の死とするものではない」と改正法の趣旨説明がなされたが、こ

れは十分報道されておらず、多くの人は「脳死は人の死」と認識していた（Fig.4a）。また、家

族の同意でも臓器提供が可能になった点（Fig.4b）、年齢制限の撤廃（Fig.4c）、家族親族への優

先提供（Fig.4d）については、それぞれ 38.2%、29.3%、17.8% しか認知されていなかった。つ

まり、内容までは知らない、という結果であった。

Fig. 2　法律改正の認知度

法改正を知っているか、いないかの 2 択で質問した。約 6
〜 7 割の認知であった。

Fig. 3 改正法施行日の認知

少し難しい設問であるが、関心度を知るうえでは重要で
あると考え設問に加えた。予想どおり殆ど知られていな
かった。医師でも 18％しか知らなかった。

Fig. 4a 脳死の定義

これも少し難しい設問であるが、やはり誤解が生じている結果
であった。医師で正解率が高いがそれでも 45.5% であった。

Fig. 4b　家族の同意

設問として少し誤解を生む聞き方であったかもしれないが、キー
ワードを重視したためこのような設問とした。これも 4 割未満
の認知であった。
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4. 臓器移植改正法への認知度（Fig.5）

　以上より、各問の正解数を臓器移植改正法への認知度として集計すると全体の平均点は 1.8 点、

医師 2.7 点、コメディカル 1.9 点、非医療者 1.6 点となった。医師で有意に高いが、医師ですら

全問正解は 3 名のみであった。

5. ドナーカードの所持について（Fig.6）

　ドナーカードの所持についての質問に対しては、所持していると答えた人は 30.9% であった。そ

の比率は医師、コメディカル、非医療者で同等であった。興味深いことに、鷹揚郷職員の保険証の

裏はドナーカードとなっているのであるが、それを認識しているのは 36% のみという結果であった。

6．脳死ドナーへの同意（Fig.7）

　脳死ドナーになった場合、自分の腎臓等の臓器を他人に提供することに同意するかどうかの問

いには、同意する 37.7%、しない 17%、わからない 45.5% であった。コメディカルで同意する

が 20.9% と低く、同意しないが 30% と逆転していた。また、医学生では 64% で同意するという

高い結果であった。

Fig. 4c　年齢制限の撤廃

医師で正解率が高いが50%であった。全体で3割未満の認知であった。

Fig. 5　認知度の点数化

各問 1 問 1 点として、認知度を算出した。法改正日の設問は正解
が少なく、不適切問題として除外した。医師で認知度が高いが、
基本的に低い認知度である。国民、医療スタッフの教育以前に、
専門職である医師の教育が必要であることを示唆している。

Fig. 4d　優先提供の条件

全体ではわずか 2 割未満の認知であった。医師で正解率が高いが
45.5% であった。

Fig.6　ドナーカードの所持

ドナーカードの所持についての質問に対しては、所持して
いると答えた人は 30.9% であった。
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7．家族への提供（Fig.8）

　自分の家族、配偶者などが腎不全になったら自分の腎臓を提供するかどうかの問いには 74.3%

で、全体としても提供に肯定的であった。

　以上の結果から、認知度に影響を与える因子を重回帰分析にて検討すると、「医師であること」

と「脳死ドナーへの同意」が有意な説明因子として採択された。また、法律改正の認知に影響を

与えた因子でも「脳死ドナーへの同意」が有意な説明因子として採択された。ドナーカード所持

に影響を与えた因子でも「家族への提供同意」と「脳死ドナーへの同意」が有意な説明因子とし

て採択された。以上より、医療従事者において、脳死ドナーでの提供に積極的な考えを持ってい

る人は改正臓器移植法に関心があり、脳死ドナーでの提供に積極的でなければ改正臓器移植法に

あまり関心がない、という結果であった（Table 2）。

Fig.7　脳死での提供意思

脳死での提供に積極的なのは全体で 37.7%、消極的が 17%、
わからないが最大で 45.5% であった。興味深いことに看護師
で提供に積極的が少なかった。これはコントロールの悪い患
者さんへの個人的な感情が背景にあるようである。

Fig.8　家族への提供意思

家族への提供は 74.3% と日本人として受け入れやすい移植
方法であることを表している。

Table. 2
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＜考察＞

　今回、移植施設における法改正の意識調査と題して啓蒙活動と移植施設の現状を調査した。そ

の結果、法律の改正を知らない人が 30% おり、改正日はほとんど知らず、内容まで知っている

のは 20 〜 40%、という結果であった。この結果は調査前から予想されたとおりであり、おそら

くこの結果は全国的な傾向と思われる。その要因は症例数不足による経験・知識不足ではなかろ

うか。日本の移植医療は、文化的背景とともに、本人意思の確認を必須とする法律の下で症例数

が増えない状態が続いていた。2008 年 5 月の国際移植学会のイスタンブール宣言１）と 1 年後の

WHO 総会の新たな移植ガイドラインの制定２）を受け、ついに改正臓器移植法が 2009 年 7 月

17 日の公布、2010 年 7 月 17 日の施行となった３）。これは移植関係者には大きなニュースとなっ

たが、移植に関心の少ない関係者にはその内容までは届いていなかったようである。それは改正

後の状態にあまり期待しておらず「すぐには変わらないだろう」と考えていたからかもしれない。

すぐには変わらないと考えるのは移植の歴史を考えれば妥当とも思えるが、法改正後、ゆっくり

ではあるが変化が起きている。少なくとも移植施設にいる医療スタッフには他人事ではない。今

回の調査で、脳死ドナーに対し積極的であれば認知が高いという結果は、脳死や移植を自分の危

機感と捉えていることに他ならない。移植医療を自分の危機感として認識せずして、移植医療の

推進はあり得ないであろう。そのためには症例数が増え世間が移植を知る必要がある。

　また、法律改正までの紆余曲折が解り難さを生んでいる。最終的に「一律に脳死を人の死」と

はせず、「移植に限り脳死を人の死とする」と説明されたが、律改正文の解釈の難しさもあいまっ

て「脳死は人の死」として多くの人が誤解するに至ったままである。また脳死と植物状態の違い

の分かりにくさも誤解を生む原因となっている。最近では脳死ドナーから移植を受けた患者の死

亡報道４）があり、「医療ミスですか」と学生から質問をされることもあった。記事を深く読めば

移植医療の成功率や移植との関連性など記載されているのだが、内容までは伝わらないことを示

唆している。また、移植患者死亡の未公表についての報道５）も誤解に拍車をかけている。「移植

医療の在り方としていいのか」という風潮で記事になっているが、個々の死亡の公表はプライバ

シーの問題もあり症例毎に対応すべき難しい問題である。ドナー側の心情と報道の在り方は日本

の移植医療の重要な課題である。まだ制度として未熟な点はあると思われるが、報道は不十分な

部分を指摘するだけでなく、移植医療の正しい情報を伝え、自分ならどうするかを考える重要な

機会を与えていただきたいと思う。

　その一方で、移植する側の情報発信も不十分で、移植施設での認知が低いという今回の結果も

それを示唆している。臓器移植ネットワークのホームページ６）には移植にかかわる様々な情報

が詳しくわかりやすく載っているが、果たしてどれだけの人がその情報にアクセスするだろうか。

移植に関心がある人に対しては役目を果たすであろうが、興味のない人に対しては無力である。

また臓器移植法改正後の 2010 年 9 月 13 日に ORIMO モバイルリサーチの改正臓器移植法につ

いての調査 7）が発表されている。これによると改正臓器移植法は 70.7％が評価できるとしてい

るが、臓器移植に関する情報が不足している、と答えた人は 70％に達していた。その詳細は「安
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全性」と「選定法」、「費用」が上位 3 つであった。つまり知らないのが世間の常識ということ

を意味している。正しい情報を伝える難しさを痛感するが、地域で移植を担当している個々の医

師・スタッフが移植医療に必死に努めている現状を考えると、国家レベルでの組織的な宣伝が必

要不可欠と思われる。

　まだ問題を抱えながらも、法律は改正され移植医療は大きな転換期を迎えている。2010 年 8

〜 9 月には連日のように脳死ドナー・脳死移植のニュースが報道され、移植医療に対する認知

が高まってきており、その表れとしてホームページ上での脳死ドナー拒否の意思表示も増えてい

るようである６）。提供と移植に関する権利として、「提供したい権利」、「提供したくない権利」、「受

けたい権利」、「受けたくない権利」は平等に存在する。移植医療は「推進」を無理やり押し付け

るものではなく、自分の意思を持つことから始まる。医療に携わる人間の関心がないようではそ

の医療は普及するはずもない。今回の結果より、まずは医療関係者から教育を始める必要がある

と思われた。
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